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※
検
査
時
間
は
申
込
者
に
後
日
通

知
し
ま
す
。

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

健
康
推
進
課　

健
康
班

☎
82-

９
５
２
３

　

大
分
県
立
病
院
で
は
、
ど
な
た

で
も
参
加
で
き
る
県
病
健
康
教
室

を
開
催
し
て
い
ま
す
。
入
場
無
料
、

事
前
申
込
も
不
要
な
の
で
お
気
軽

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日　

毎
月
第
３
火
曜
日

13 
時
〜
14 
時

▼
場
所　

大
分
市
豊
饒
４
７
６
番

地　

大
分
県
立
病
院
３
階
講
堂

▼
問
い
合
わ
せ
先

大
分
県
立
病
院
総
務
課
総
務
班

☎
０
９
７-

５
４
６-

７
２
８
２

　

不
妊
治
療
を
行
っ
て
い
る
夫
婦

に
対
し
、
不
妊
治
療
費
助
成
金
を

給
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
済
的

負
担
の
軽
減
を
図
り
、
子
ど
も
を

生
み
育
て
る
環
境
づ
く
り
を
進
め

ま
す
。

▼
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

人　

婚
姻
後
１
年
以
上
経
過
し

た
夫
婦
。
本
市
に
住
所
を
有
し
、

１
年
以
上
経
過
し
て
い
る
方
。

▼
助
成
対
象　

人
工
授
精
、
体
外

受
精
、
顕
微
授
精
等
の
医
療
保

険
適
応
外
の
不
妊
治
療
費
で
す
。

た
だ
し
、
入
院
費
や
食
事
代
な

ど
治
療
に
直
接
関
係
の
な
い
費

用
は
含
み
ま
せ
ん
。

▼
助
成
金
額　

助
成
対
象
額
は
不

妊
治
療
費
の
保
険
適
応
外
医
療

費
で
、
大
分
県
不
妊
治
療
費
等

助
成
金
の
交
付
額
を
控
除
し
た

金
額
で
、
10 
万
円
を
限
度
と
し

ま
す
。

▼
助
成
期
間　

通
算
５
年
度
ま
で

で
す
。

▼
申
請
方
法　

助
成
金
申
請
書
な

ど
、
そ
の
他
の
必
要
書
類
に
つ

い
て
ご
説
明
し
ま
す
の
で
、
健

康
推
進
課
ま
で
お
越
し
下
さ
い
。

※
医
療
機
関
が
発
行
し
た
領
収
書

ま
た
は
不
妊
治
療
の
実
施
を
証

明
で
き
る
書
類
、
大
分
県
不
妊

治
療
費
等
助
成
金
交
付
決
定
通

知
書
の
写
し
を
保
存
し
て
お
い

て
下
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

健
康
推
進
課　

健
康
班

☎
82-

９
５
２
３

　

大
分
県
で
は
、
不
妊
に
関
す
る

専
門
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

相
談
は
無
料
。
個
別
に
対
応
し
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
守
ら
れ
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

︻
電
話
相
談
︼

専
任
助
産
師
︵
不
妊
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
︶
に
よ
る
一
般
相
談

○
受
付
時
間　

毎
週
火
曜
日
か

ら
土
曜
日
の
午
前
10 
時
か

ら
午
後
４
時

︻
面
接
相
談
︼

専
門
医
師
に
よ
る
専
門
相
談

○
受
付
時
間　

毎
週
金
曜
日
の

午
後
１
時
か
ら
午
後
４
時

※
電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

︻
Ｅ
メ
ー
ル
相
談
︼

専
任
助
産
師
︵
不
妊
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
︶
に
よ
る
一
般
相
談

○
受
付
時
間　

随
時

▼
問
い
合
わ
せ
先

由
布
市
狭
間
町
医
大
ヶ
丘
１
丁

目
１
番
地　

大
分
大
学
医
学
部

付
属
病
院
１
階　

大
分
県
不
妊

専
門
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
７-

５
８
６-

６
３
６
８

０
８
０-

１
５
４
２-

３
２
６
８
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「ダメ。ゼッタイ。」薬物乱用防止の合い言葉！

－シンナー・覚せい剤・大麻など薬物乱用のない社会環境づくりを－
　大分県では、６月２０日（金）～７月１９日（土）までの１カ月間を薬物

乱用防止の強化月間として『「ダメ。ゼッタイ。」普及運動』を実施します。

　シンナー、覚せい剤など薬物の乱用は、乱用者個人にとどまらず、その

家族、さらには社会全体に悪影響を及ぼし、特に乱用者によって引き起

こされる殺人、傷害、交通事故などの事件・事故は大きな社会問題になっ

ています。

　県内でも、シンナーや覚せい剤、大麻の乱用により少年たちが検挙・補

導されるなど深刻な状況になっています。

　あなたの身近に迫っている薬物乱用の恐ろしさを認識し、「ダメ。ゼッ

タイ。」の合い言葉のもと、薬物乱用防止の輪を広げましょう。

大分県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動実行委員会

（事務局：大分県福祉保健部薬務室）

﹃
大
分
県
不
妊
専
門
相
談

セ
ン
タ
ー
﹄の
ご
案
内

県
病
健
康
教
室
の
ご
案
内

不
妊
治
療
費
助
成
事
業


